
第１回 恵庭市学力・体力向上推進会議 

日 時  平成３０年７月２５日（水） １５時～ 

会 場  恵庭市民会館 １階 第１会議室 

< 次   第 >  

１  開  会 

２  委嘱状の交付 

３  教育部長挨拶 

４  自己紹介 

５  会議の概要について 

６  平成以降・恵庭の教育（昔・今・未来）について          

７  議  事 

１）委員長及び副委員長の選出について 

２）学力・体力向上の取り組みについて       

８  意見交換 

９  次回の会議日程について 

１０ 閉  会 



恵庭市学力・体力向上推進会議 委員名簿 

任期：平成３０年７月２５日～平成３２年３月３１日 

（順不同、敬称略） 

役 職 氏  名 所 属 等 

 田 島 与 久 
恵庭市教育委員会点検評価委員会 

（北海道文教大学） 

 結 城 健 介 
恵庭市教育委員会点検評価委員会 

（恵庭市社会教育委員） 

 長 岡 秀 明 
恵庭市教育委員会点検評価委員会 

（元中学校校長） 

 川 原 淳 一 
恵庭市ＰＴＡ連合会 

（会社員） 

 谷 口 みどり 
恵庭市小中学校校長会 

（恵み野小学校校長） 

 藤 村 哲 子 
恵庭市小中学校教頭会 

（恵み野中学校教頭） 

 佐々木   保 
学校運営協議会 

（若草小学校・柏陽中学校 学校運営協議会） 

 木 村 博 子 
恵庭市教育委員会指導主事 

（学力向上アドバイザー） 

平成３０年度のスケジュール（予定） 

８月～ ９月 学力・体力向上に関する委員からの意見を集約 

９月～１０月 第２回会議（意見を基に今後の取り組みについて検討） 

１０月～１１月 ３１年度実施予定事業に関する予算要求 

２月～ ３月 第３回会議（３１年度の取り組みについて） 
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恵庭市学力・体力向上推進会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 恵庭市立小中学校の児童生徒の学力及び体力の向上を図るため、恵庭市学力・体

力向上推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 推進会議は、全校の学校改善プラン及び体力向上プランを比較及び検証し、全市

的な学力及び体力の向上に係る施策について研究及び協議する。 

 （組織） 

第３条 推進会議の委員は、１０名以内とし、次に掲げる者又は団体のうちから教育長が

委嘱する。 

(1) 恵庭市教育委員会点検評価委員 
(2) 恵庭市ＰＴＡ連合会 
(3) 校長会 
(4) 教頭会 
(5) 学校運営協議会委員 
(6) 学力向上アドバイザー 
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者 

２ 推進会議に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は委嘱の日から２年以内とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 （推進会議） 

第５条 推進会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、必要に応じて委員長

が招集し、その議長となる。 

２ 委員は、委員長が必要と認めたときは、代理の者を会議に出席させることができる。 

３ 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （事務局） 

第６条 推進会議の事務局は、教育委員会学校教育課に置く。 

 （その他） 

第７条 委員の報償及び旅費の支給は、行わないものとする。 

２ この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議におけ

る協議によって決定する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年５月１１日から実施する。 
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